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※「ＱＲコード」は、㈱デンソーウェーブの登録商標です。

Information

　図書館では、「雑誌スポンサー制度」を導入して
います。この制度は、雑誌の購入代金を負担するこ
とでその雑誌の最新号のカバーにスポンサーとなっ
ていただいた企業等の名称や情報を掲載することが
できる制度です。
　社会貢献活動や情報発信ツールのひとつとして、
ぜひご利用ください。
●募集期間　随時受付
●応募資格　企業、商店、団体等（個人は対象外）
●申込　�申込用紙（図書館本館及び図書館 で配

付）に必要事項を記入のうえ、図書館本館
に提出

※雑誌の受け入れは、本館・児玉分
館いずれも可能です。詳しくは、図
書館 をご覧ください。

【情報の掲載方法について】
　図書館で閲覧できる雑誌には閲覧用カバーが付い
ています。スポンサーになると、次のとおり閲覧用
カバーに情報が掲載されます。
・ �・ �表面には、縦７㎝×横 15㎝以内で地色は白色、
文字は黒色のスポンサー名を掲載

・ �・ �裏面には、閲覧用カバーに収まるサイズで、スポ
ンサーが作成した広告を掲載

募集

▶図書館の雑誌をＰＲに活用しませんか

雑誌スポンサーを募集
★図書館本館☎ 24- ３７４６

ネーミングライツ制度とは
　市が所有する施設に法人名や商品名等を冠した愛
称を付与できる権利を与え、この権利を取得した法
人等は、その対価となる金額（ネーミングライツ料）
を支払う制度です。

【ネーミングライツパートナー募集施設】
・・市民活動交流センター（はにぽんプラザ）
・・ふれあいの里いずみ亭
・・図書館本館及び児玉分館
�【応募について】
●応募期限　９月 30日㈮
●�応募資格　次のいずれかに該当する方
　　　　　　①市内に本店または支店を有する法人
　　　　　　②市内に本所または支所を有する団体
　　　　　　③�①または②を含む複数の団体により

構成されたグループ

※詳しくは、企画課（市役所３階）、
各募集施設及び市 で配付の募集要
項をご覧ください。

募集

▶施設に新たな愛称を

公共施設のネーミングライツパートナーを 
募集

★企画課☎ 25- １１５７

図書館

１ 雑誌の最新号閲覧用カバー表面の表示例 

 

 

１１５５ｃｃｍｍ以内 

 

７７ｃｃｍｍ  

以内 

 

この雑誌(*雑誌名)の提供(スポンサー)は、 

㈱○○会社 様です。 

  スポンサーの広告は、この雑誌カバー裏面です。 

 

 

２ 雑誌の最新号閲覧用カバー表・裏面の表示例 

 

 

(表面)              （裏面） 

 

 
 

 
 

 

広告 

（最新号閲覧用カバーに収

まるサイズ） 

この雑誌（）の提供(スポンサー)は、 

㈱㈱○○○○会会社社 様です. 

スポンサーの広告は、この雑誌カバー裏面です。  

(最新号閲覧用カバー） 

 

 

 

 

  

 

 

 

掲載イメージ

図書館本館［千代田４- １- ９］及び児玉分館［児玉町
金屋 728- ２］（２館同名で募集）

市

ふれあいの里いずみ亭 
［児玉町河内 209- １］

市民活動交流センター 
（はにぽんプラザ） 
［銀座１- １- １］

パブリックコメント
本庄市総合振興計画後期基本計画（案）

皆さんのご意見を募集します

●閲覧・意見募集期間
　９月５日㈪～10月４日㈫
●対象（次のいずれか）
市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業
所を有する方、市税の納税義務を有する方、この事
案に利害関係を有する方
●閲覧場所　
企画課（市役所３階）、支所総務課（アスピアこだ
ま２階）、市民活動推進課（はにぽんプラザ１階）、
図書館（本館・児玉分館）、市
●閲覧時間　各閲覧場所の開庁・開館時間

●意見の提出方法　
　�所定の用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、 、
または直接企画課へ

※詳しくは、各閲覧場所及び市 で配
付の用紙をご覧ください。
●意見の取り扱い
意見に対する考え方及び修正案は、内容を公表し　
ます。類似の意見はまとめて公表します。住所・氏
名等は公表しません。また、意見に対する個別の回
答は行いません。
★企画課☎25-１１５７

　本庄市総合振興計画は、平成30年度から令和９年度までのまちづくりの総合的な指針を示すものです。各
分野におけるまちづくりの計画の中で最上位に位置づけられ、基本構想、基本計画、実施計画の３層により
構成されます。
　このうち、平成30年度からの５年間を計画期間とする前期基本計画が今年度で終了することから、令和５
年度を始期とする後期基本計画の策定と、併せて基本構想の見直しを進めています。
　このたび、計画（案）がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。

　市で発行している証明書等について、オンラインで
交付申請し、電子決済サービスにより手数料支払いを
することで、窓口に行くことなく取得できる「本庄市
オンライン窓口」を始めました。
●対象となる証明書等
　�住民票の写し、戸籍謄・抄本、所得課税証明書、納
税証明書、犬の登録、都市計画の証明願　など
※マイナンバーカードが必要となる申請があります。
●利用できる電子決済サービス
　�クレジットカード、キャ
リア決済、ＱＲコード決
済　など

【発行までの流れ】
①�「本庄市オンライン窓口」にアクセス、申請（一
部、マイナンバーカードによる認証が必要）
②市による申請の確認、受理
③�電子決済サービスによる手数料（郵送料含む）の支
払い
④証明書発行、郵送
⑤証明書が届いて、手続き完了
※「本庄市オンライン窓口」で交付可
能な証明書、手続きの流れなど、詳し
くは市 でご覧ください。

★�情報システム課☎25-１１８９（証明書に関するお
問い合わせは、各担当課へ）

市

市

市役所に行かなくても証明書が取得できる！市役所に行かなくても証明書が取得できる！
電子決済サービス電子決済サービスを活用したを活用した

オンラインオンラインでのでの証明書交付受付証明書交付受付をを開始開始

【表面】 【裏面】

ほんじょうインフォメーション


